
　

１　日　　　　 時

２　場　　　　 所

３　出 席 委 員 委員長 久保田　寅英 委員 陶守　奈津子

委員 安藤　薫 委員 丹羽　信雄

４　出 席 書 記 事務局長兼選挙課長 髙本　哲郎 調整担当課長 古屋　朗子 選挙課長補佐 斉藤　敏行

選挙班主査 飯塚　智之 ― ― ― ―

５　議　　　   題 議案第５４号 ポスター掲示場の設置場所の決定について

議案第５５号 最高裁判所裁判官国民審査の裁判官の氏名等の掲示場所について

議案第５６号 投票所の決定について

議案第５７号 投票記載所の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定について

議案第５８号 期日前投票所の決定について

議案第５９号 期日前投票所を開く時刻の繰り下げについて

議案第６０号 在外選挙における期日前投票所の指定について

議案第６１号

議案第６２号 最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票を行う 場所等について

議案第６３号

議案第６４号 最高裁判所裁判官国民審査における開票の日時の決定 について

議案第６５号

議案第６６号

議案第６７号 選挙管理委員会委員長の執務場所について

議案第６８号 投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について

議案第６９号 期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について

議案第７０号 投票所の投票立会人の選任について

議案第７１号 期日前投票所の投票立会人の選任について

議案第７２号 開票管理者及びその職務代理者の選任について

議案第７３号 選挙人名簿登録者について

議案第７４号 選挙人名簿抹消者について

議案第７５号 在外選挙人名簿抹消者について

議案第７６号 在外選挙人名簿登録者について

６　議事の概要 （１）１０月７日第１０回定例会の会議録の審査

 　　第１０回臨時会の会議録を、案のとおり承認した。

令和３年第4回臨時会　千葉市美浜区選挙管理委員会会議録

令和３年１０月１８日（月）　午前１０時００分～午前１１時００分

委員会室

（２）議案第５４号　ポスター掲示場の設置場所の決定について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙における不在者投
票を行う場所等について

衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙における開票の場
所及び日時の決定について

衆議院小選挙区選出議員選挙における開票立会人を定めるくじを行うべき場所及び日
時の決定について
衆議院比例代表選出議員選挙における開票立会人を定めるくじを行うべき場所及び日
時の決定について

（３）議案第５５号　最高裁判所裁判官国民審査の裁判官の氏名等の掲示場所について

（４）議案第５６号　投票所の決定について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。



（14）議案第６６号　衆議院比例代表選出議員選挙における開票立会人を定めるくじを行うべき場所及び
日時の決定について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（15）議案第６７号　選挙管理委員会委員長の執務場所について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（20）議案第７２号　開票管理者及びその職務代理者の選任について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（21）議案第７３号　選挙人名簿登録者について

（22）議案第７４号　選挙人名簿抹消者について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（13）議案第６５号　衆議院小選挙区選出議員選挙における開票立会人を定めるくじを行うべき場所及び
日時の決定について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（12）議案第６４号　最高裁判所裁判官国民審査における開票の日時の決定について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（10）議案第６２号　最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票を行う場所等について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（11）議案第６３号　衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙における開票の
場所及び日時の決定について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（５）議案第５７号　投票記載所の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定について

（６）議案第５８号　期日前投票所の決定について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（７）議案第５９号　期日前投票所を開く時刻の繰り下げについて

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（８）議案第６０号　在外選挙における期日前投票所の指定について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（９）議案第６１号　衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙における不在者投
票を行う場所等について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（16）議案第６８号　投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（17）議案第６９号　期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（18）議案第７０号　投票所の投票立会人の選任について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（19）議案第７１号　期日前投票所の投票立会人の選任について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（23）議案第７５号　在外選挙人名簿抹消者について



７　会 議 経 過

 

（28）議案第６４号について
　安藤委員：「国民審査の時刻はこの議題の中にあるが、場所の記載がない。場所の記載もあった方が
良いのではないか」
　事務局：「場所については、国民審査法施行令で衆議院小選挙区議員選挙の開票所において行うもの
とされている。」

（29）議案第６８号について
　丹羽委員：「投票管理者、職務代理者はどのような方なのか」
　事務局：「千葉市職員のＯＢや自治会から推薦された方々である。職務代理者は市職員の管理職であ
る。」

（26）議案第５９号について
　丹羽委員：「なぜ開始時間を繰り下げるのか」
　事務局：「区役所は午前８時３０分から開庁するが、高洲コミュニティセンターは午前９時からであること
から、施設に合わせて繰り下げている。」

（24）議案第７６号　在外選挙人名簿登録者について

　　 全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

（27）議案第６１号について
　安藤委員：「高洲コミュニティセンターのほうは１８歳未満の不在者投票のみを取り扱うことになっている
が、毎回同様であったか。」
　事務局：「増設の期日前投票所は、郵便等投票や滞在地での投票などの不在者投票制度の中で、毎
回１８歳未満の不在者投票のみとしている。」

（25）その他
　　 ①美浜区投票所別有権者数
　　 ②衆議院選挙の概要について
　　 ③美浜区選挙管理委員会委員予定表について

（  ）その他
　①について報告した。
　②今後の日程について説明し、次回会議の開催は、令和３年１０月３１日午前10時30分と決定した。
　各委員より他に意見がなかったので委員長により閉会した。


